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令和８年度 東根市外二市一町共立衛生処理組合会計年度任用職員募集要項
※会計年度任用職員とは、一会計年度（４月１日から翌年３月 31 日まで）の範囲内で任用される、地方公務員法の

適用を受ける一般職の地方公務員（非常勤職員）です。 

１．募集職種等  

№ 職種 業務内容 
募集 

予定人数
要 件 基本報酬 勤務時間 

１ 清掃業務員 
各施設内の清掃

業務 
１名 なし 

月額 

102,296 円

平日 13：00～17：00

ただし、７～９月は

平日 8：30～12：30

（１日４時間勤務）

２
自動車運転手兼

衛生業務員 
し尿収集業務 ５名 

中型自動車運転免許 

（８ｔ限定も可・MT に限る） 

月額 

213,909 円

平日 8：30～16：15 

（１日６時間45 分勤務）

３ 衛生業務員 し尿収集業務 ２名 なし 
月額 

209,380 円

平日 8：30～16：15 

（１日６時間45 分勤務）

４
衛生業務員 

(障がい者対象)
し尿収集業務 １名 

次のいずれかに該当する人 

・身体障がい者福祉法に基づく

手帳の交付を受けている人 

・都道府県知事等が発行する療

育手帳の交付を受けている人 

・精神障害者福祉法に基づく手

帳の交付を受けている人 

月額 

209,380 円

平日 8：30～16：15 

（１日６時間45 分勤務）

５
不燃ごみ処理 

業務員 

不燃ごみの受入

業務（ホイール

ローダー等によ

るごみの処理、

運搬等有り） 

２名 

・中型自動車運転免許 

（８ｔ限定も可・MT に限る） 

・車両系建設機械（整地・運

搬・積込用・掘削用）の技能

講習を修了した人 

月額 

213,909 円

平日 8：30～16：15 

（１日６時間 45 分勤務）

第１、３土・日曜日

に４時間の出勤の場

合有り 

２．勤務条件等 

任 用 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

報酬・勤務時間
「１．募集職種等」に記載のとおり 

職種により時間外勤務や休日勤務を命じる場合があります。 

通勤費・賞与

自宅から勤務先までの距離が片道２km 以上の場合、通勤費用相当額が支給されます。

賞与については、原則、任用期間が６ヶ月以上・１週間の勤務時間が 15 時間 30 分以

上で、基準日（６月１日・12 月１日）に在職している場合に支給されます。 

休 日
週休日  土曜日及び日曜日 

休 日  国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日から１月３日） 

休 暇 任用期間に応じて年次有給休暇等が付与されます。 

社 会 保 険 等 健康保険(共済組合)・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の適用があります。 

服 務 規 律 等

法令及び上司の職務上の命令に従う義務・守秘義務・信用失墜行為の禁止・職務専念

義務等の服務規律があり、それに違反した場合、懲戒処分の適用を受けます。また、

人事評価の対象となります。 
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３．受付期間・時間 

  期 間：令和８年１月５日（月）～令和８年１月 19 日（月） ＊期間内必着

  時 間：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（土・日曜日及び祝日を除く） 

  申込先：総務課庶務係（管理事務所）〒999-3775 東根市大字野田字シタ 2038 番地 

４．申込方法 

  下記の書類を、持参するか郵送してください。 

①履歴書 

「１．募集職種等」の中から、希望する職種の番号を、第１希望・第２希望ま

で履歴書の本人希望記入欄等へ記入してください。第１希望の番号のみでも構

いません。 

②各種免許証・修了

証等の写し 

「１．募集職種等」中の職種 No.２・No.５については、「要件」が確認できる免

許証・修了証等の写しが必要です。 

職種 No.４については、障がい者手帳の提出に同意いただける方は、障がい者

手帳の写しもあわせて提出してください。 

③ハローワークから

発行された紹介状(ハ

ローワークを通して申込

む場合のみ)

ハローワークの窓口で募集内容を確認した際に発行されます。その際は紹介状

を提出してください。

５．選考方法 

  書類選考及び面接選考 

※面接日程については、後日お知らせします。   

※選考結果については、面接選考後２週間以内に通知する予定です。 

６．その他 

 ◎地方公務員法第 16 条により、次のいずれかに該当する人は応募できません。 

  ① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の人 

  ② 当組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

  ③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

＜ 問合せ先 ＞                                  

 東根市外二市一町共立衛生処理組合 総務課庶務係 

 〒999-3775 東根市大字野田字シタ 2038番地 

       TEL 0237-47-1321  

 HP アドレス httpｓ://www.kurinpia.or.jp 


